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1951 年 4 月 3 日、毛沢東は「百花斉放2）、推陳出新3）」
という題詞を、新設された中国戯曲研究院4）に贈った5）。
中国戯曲研究院の設立は、50 年来の中国演劇事業の発
展に重要な意味を持った。それと同様、毛沢東のこの題
詞も、長きに渡って、政府の演劇方針の精髄とされた。
毛沢東自身は、題詞の具体的な内容について何も説明を
加えなかった。しかし我々は、20 世紀 50 年代に政府が
普及させた様々な演劇政策やその実際の効果から、この
方針の具体的な施行や、その過程にみられた注目すべき
問題を考察しなければならない。またそうすることで、
この方針の意義に評価を下すべきではないだろうか。こ
うした客観的な評価が、現在の中国演劇の生存と発展に
不可欠であることは、言うまでもないだろう。

　一、

毛沢東の題詞「百花斉放、推陳出新」は、建国初年の
演劇界において疑う余地のない影響力をもっていた。そ
れは、現代の中国演劇事業の発展を指導する根本的な方
針だと一貫してみなされた。1952 年 10 月から 11 月に
かけて、文化部により第一回全国戯曲観摩上演大会6）が
開催されたとき、この「百花斉放、推陳出新」はさらに
明確に、大会の根本理念とされた7）。このうち「推陳出
新」が、1942 年に毛沢東が延安平劇研究院8）成立の際
に贈った題詞「推陳出新」の、さらなる発展だとしよう。

ならば「百花斉放」は、1950 年 11 月から 12 月にかけ
て北京で開催された全国戯曲工作会議9）で、京劇によっ
て地方劇を改造、あるいは取って代わるべきとした意
見にたいする、田漢10）の見解に基づく。それはつまり、
異なる劇種11）の「百花斉放」を政府は激励すべきとし
たのだった12）。この両者は、全く異なる状況を背景にし
て出現した。だからこそ、その結びつきは、極めて豊か
で、複雑な内容を暗に含むことになった。
当時の歴史的な境遇を振り返らなくても、字面だけか
ら、この題詞が含む豊かな現代性をみてとることができ
る。延安時期から一貫して伝統演目改編の指針だった
「推陳出新」とは、明白な動機をそなえた政治手段によっ
て、主流イデオロギーにかなった芸術観念を芸術領域に
行き渡らせることを意味したとしよう。また、それによ
り全く新しい演劇芸術様式を成立させようとする政府の
試みだったとしよう。ならば、これにたいする「百花斉
放」は、明らかに開放的、民主的な芸術観念を意味して
いた。少なくとも字面そのものをみれば、それは主流イ
デオロギーにかなった芸術の存在を許容するほかに、国
家が異なる思想観念や作風、異なるタイプの芸術様式の
存在と競争を許容し、激励することさえ意味していた。
それは、芸術領域の多様化という繁栄を通じて、十分に
自由で芸術の自律性に基づいた演劇空間の確立をめざし
た。こうした前提のもと、次のような鄧興器13）による

 1） ［訳注］翻訳に際しては以下を底本とした。傅謹『京劇学前沿』、文化芸術出版社、2007 年、164-175 頁。
 2） ［訳注］百花が咲き誇るという喩えで、芸術が自由に行われることを指す。
 3） ［訳注］文化遺産を継承する際、古いものから精髄をとり出し新たに発揚すること。
 4） ［訳注］1951 年、北京に設立された文化部所属の戯曲研究機構。前身は日中戦争期の延安平劇〔京劇〕研究院。
 5） ［原注］馬少波の回想によれば、毛沢東がこの題詞を書き上げた正確な時期は 3月 26 日か 27 日だが、要検討。祝暁風、易舟「毛
沢東“百花斉放、推陳出新”題詞的故事」（『中華読書報』2001 年 10 月 17 日）参照。

 6） ［訳注］1952 年 10 月から一ヶ月にわたり、戯曲改革の成果を披露するために北京で開催された文化部主催の上演大会。全国各地
から 23 劇種、37 劇団が 82 演目を上演した。

 7） ［原注］「正確地対待祖国戯曲遺産」（『人民日報』1952 年 10月 16日社論）、「把戯曲改革工作向前推進一歩」（『文芸報』第 19号社論）
参照。

 8） ［訳注］1942 年に設立された芸術団体。中国共産党の根拠地延安に置かれた。平劇の改造によって新たな民族形式を創造するこ
とを目的とする。

 9） ［訳注］1950 年末、建国後の戯曲改革工作の方針を検討するために文化部によって開催された、京劇及び地方劇の代表者会議。
 10） ［訳注］（1898-1968）湖南省長沙の人。劇作家、詩人。日本留学中に創造社結成に関わり、1925 年、南国社を組織して演劇活動

を展開。国民党政治部宣伝処勤務の後、32 年、中共入党。41 年、新中国劇社（桂林）を組織。建国後は、文化部戯曲改進局局長、
芸術管理局局長、中国戯劇家協会主席等を歴任。代表作に話劇「関漢卿」、改編戯曲「白蛇伝」など。

 11） ［訳注］京劇、越劇、評劇など、戯曲〔伝統演劇〕の種類を指す語。
12） ［原注］田漢「為愛国主義的人民新戯曲而奮闘―在全国戯曲工作会議上的講話」（『人民日報』1951 年 1 月 21 日）。
 13） ［訳注］（1937-　）湖南省永興の人。演劇理論評論家、映画事業家。1990 年代後期には中国映画出版社の社長となり、中国文聯、

傅謹
「『百花斉放』と『推陳出新』―20世紀 50 年代における
中国演劇政策への新たな評価」1）

傅謹「『百花斉放』與『推陳出新』― 20 世紀 50 年代戯劇政策的重新評価」
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この方針への評価に、我々は同意すべきだろう。「この
方針は、中国共産党と人民政府の、伝統演劇文化に臨む
積極的で周到な態度を体現している。また、伝統を継承
しつつ改革し、尊重しつつ発展させること、こうしたこ
とを正しく認識し解決へと導く弁証思想をも、十分に体
現している」14）

しかし、歴史的な事件やある歴史的時期を分析しよう
とするならば、当時流行した政策から時代の雰囲気が濃
厚な言説をとりあげて、これを直感的に理解するばかり
では不十分だ。そうではなく、政策が特定の歴史状況下
でいかに具体的に実践されたのかということに基づきつ
つ、これが引き起こした影響に評価を下すことが重要
だ。政策条文にみられる表現方法は、字面の意味を逸脱
するような特別な意味を備えることがある。また同じ政
策条文でも、異なる文脈、異なる実施者によって全く異
なる結果を引き起こすことがしばしばみられる。建国初
期の演劇界が「百花斉放、推陳出新」の方針を実施した
その具体的な効果からいえば、事実と願望の間の距離は
予想以上に大きかったのである。
客観的にみれば、建国初年、「推陳出新」の成果は大
きなものだった。20 世紀 50 年代にあいついだ全国的、
地域的な演劇コンクールを通じ、私達は「推陳出新」の
指導方針に基づいて改編、創作された、多くの優秀な伝
統演目を見てとることができる。それらの演目は、今日
でもなお舞台芸術の経典とされ、現代中国の演劇創作を
代表するにたる最高の成果とみなされている。また、そ
の中の多くの作品は現在なお舞台に盛んにかけられ、す
でに中国演劇の伝統をつくりあげる重要な要素のひとつ
になっている。60 年代に入ってから、とりわけ「文革」
時期には、これらの作品は次々と批判、禁止された。し
かし、基本的な事実を、私達は否定することはできない。
それはつまり、建国初年、国家の演劇政策をかたちづく
る重要な要素だった「推陳出新」の方針は、中国演劇の
創作と演劇事業の発展を長期に渡って効果的に指導して

きたということだ。この方針によって改編と創作を指導
されてきた膨大な量の演目は、中国演劇の創作と実演の
全体的な水準を確実に向上させた。
しかし、20 世紀 50 年代の演劇界の発展過程を総合的
にみてみれば、厳密な意味での「百花斉放」はほとんど
あらわれたことがなかった。もちろん、60 年代の、「文
革」の痛ましい体験については言うまでもない。「百花
斉放」方針誕生の初志は、異なる劇種間の共同発展と自
由競争を許可するかどうかということに、深く関係して
いた。これと同様に、この時期「百花斉放」方針が最も
徹底的に行われたのは劇種の分野であり、また劇種の分
野のみにかぎられていた。1949 年以後、これまでずっ
と抑圧を受けてきた各地の小劇種15）、各地の花鼓、采茶、
灘簧、秧歌などは、ついに「淫戯」の悪名から脱し、極
めて大きな発展の場を得た。役者達が述べるような、「昔
は県長の旦那が村にやってきて、まず二つのことを禁止
しようとした。一つは役牛を殺すことであり、もう一つ
は花鼓といった淫戯を禁止することだった」16）といった
出来事も、最終的には過去のこととなった。これは当然、
「百花斉放」政策の重要なあらわれだった。しかし、十
分に開放的で自由な、芸術と市場の規律を尊重する演劇
政策とは、異なる劇種の生存と発展をみとめるだけでは
不十分だ。さらに重要なことは、上演演目や上演手段な
どと、鑑賞者の精神や感情とを、より緊密にしてゆくこ
とに関わるはずである。しかしあいにく、より重要なこ
の分野では、「百花斉放」政策は、各地方政府に理解さ
れず、実施されることもなかった。中央戯劇学院17）教
務室は、1950 年 9 月、当時の演劇幹部の切実な体験を
記録した一冊の内部調査資料を出版した。彼らは創作に
ついて次のように感じ、書き記している。「深刻な脚本
の欠乏が、全国に及んでいる。各地で上演されている脚
本は、いずれも『白毛女』18）、『血泪仇』19）、『赤葉河』20）、
『劉胡蘭』21）、『紅旗歌』22）などで、新しい脚本が書けて
いない。芸術性の強いものは政治的に通用しないし、政

  中国戯劇家協会、中国芸術研究院に所属。現在は田漢基金会秘書長。
 14） ［原注］張庚主編『当代中国戯劇』（当代中国出版社、1994 年）16 頁。
 15） ［訳注］戯曲の種類の中でも、京劇や越劇など流布範囲が広く大型の劇種に比べ、より地域的で小型のものを指す。
 16） ［原注］湖北代表の沈之階による第一回全国戯曲工作会議での発言記録。文化部戯曲改進局档案、巻宗号、永久、1950 年第 8号。
 17） ［訳注］延安魯迅芸術学院を母体とし、華北大学文芸学院や南京国立戯劇専科学校を併合して 1950 年に設立された演劇人養成の

ための国立大学。
 18） ［訳注］歌劇。1945 年に延魯迅芸術学院により延安で創作。地主に迫害を受けた貧農の娘が山中で生活するうち体毛が白くなり、
人々に恐れられるが、解放軍に救出され最後に地主を打倒する物語。建国後は映画、京劇、バレエなどに改編された。

 19） ［訳注］秦腔の現代物。1943 年に陕甘寧辺区民衆劇団団長馬健翎により創作。国民党に迫害を受けて流浪する農民一家が、共産
党によって救われる様子を描く。

 20） ［訳注］歌劇。1947 年に詩人の阮章竞により辺区で創作。虐げられた農民が共産党の指導のもとで、地主にたいし階級闘争を繰
り広げる物語。

 21） ［訳注］話劇。のち歌劇に改編。1947 年に辺区の文工団、戦闘劇社に所属していた魏風により創作。実際にあった事件が元になっ
ており、共産党のために殉じた女英雄を描く。

 22） ［訳注］話劇。1949 年 2 月に華北連合大学第三文工団により初演。5月に単行本が出版された。工場労働者が共産党の指導のもと
積極分子に成長してゆく物語。これらの作品は建国後、全国の劇団に共有され、地方劇への改編がなされた。
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治的に問題のないものは誰もみない。多くの劇団は自前
の芝居をやらず（そもそもないので）、よその演目に頼
り、かつては自力更正ができていたわずかな劇団も、都
市に移った後は脚本が書けていない」。また、「旧劇改革」
については、「態度が定まらない傾向がみられる。右傾
化すれば、旧劇を好み、どんな脚本も上演すべきだとし、
新作の芝居には冷たい視線を投げかける。一方、左傾化
すれば、旧劇を禁じ、秦腔、落子など地方にある昔か
らの戯班子23）を新たに組織し直すか、解体してしまう。
規制される芝居は多く、戯班は生き残れず、潰れてしま
う。さらに、自分達の必要に応じてやたらと旧劇を改編
してしまうので、観衆はこれを観たがらない。一般的な
方言劇、地方劇の班子も、旧劇は上演できないと感じて
いる。しかし、新しい脚本はできていない」24）。この調
査にみてとれるのは、戯劇学院で学んだ、各地の文工団
幹部と地方劇団幹部の体験である。しかし、民間の戯班
にいる役者達の体験はより切実で、その反応はより強烈
だった。
20 世紀 50 年代を概観すると、地方政府が勝手に芝居
を禁じる動向が建国後 1、2 年の間にみられたが、1951
年以降、こうした動きは次第に減少していった。とはい
え、各地域が中央の指示に従って「戯曲改革」をおこな
い、上演可能、修正後上演可能、禁演処分といった伝統
演目への分類を普及させてゆくなか、「上演可能」に属
する演目は少数だった。したがって、なんの制限もなく
上演できた演目は、当然少なかった。しかし、上演を許
可すべきかどうかがあいまいな演目について、西安市の
やり方は典型的だった。彼らは総括報告で、次のように
述べている。「旧劇にはそのほとんどに脚本がなく、師
匠の口授によるので、我々はかつての演劇業界にいた仲
間達が語る芝居や脚本の経験に基づくほかはない。未熟
な作品についてはすぐには結論がだせず、さらに検討を
要する、ということになる」25）。これら検討を要する演
目は、明確な上演許可の指示が出るまでは、実際にはお
蔵入りということになる。湖北省孝感専区のとある漢劇
の老役者は、感慨深げに次のように語る。「幾人かの友
人と、演劇の今後についていつも話しあっているが、本
当に気が滅入ってしまう。長い時間の鍛錬を経てきた芝
居が、“教育性”や“思想性”によって牢獄に放り込まれ、

今上演されているのは、数本の芝居のくり返しだ。観衆
が見飽きてやってこなければ、我ら役者の生活にも影響
がでる。これほど難儀なことはない」26）。
今日、我々が 20 世紀 50 年代の演劇文献の中にしばし
ばみかける「上演演目の欠乏」といった記述の、これが
その原因である。この現象は広くみられ、当然、かなり
のところ人為的な原因によってつくられたものだ。いず
れにしても、真の意味での「百花斉放」からは、ほど遠
いことに間違いはない。

　二、

一方、我々は建国初期に「推陳出新」の理念に基づい
て創作され、高い芸術的成果を収めた多くの演劇作品が
あらわれたことにも、目を向けなければならない。その
一方で、伝統演目の改編によってこれら優秀な演劇作品
が創作されたにしても、やはりそれが演劇事業の繁栄を
十分には保証できなかったということにも、注目してお
きたい。たとえば歴史的な観点からみて、ある時代の演
劇の成果は、少数の高水準な代表作品によって表現され
るとしよう。なおかつ一群の優秀作品を創作するという
目的は、特定の組織的な方法によって、また少数の優秀
な演劇人によって実現できるとしよう。ならば、現実的
な観点からみて、演劇事業の繁栄を促進させることはさ
らに困難であり、さらに多くの前提条件を必要とするだ
ろう。演劇事業の繁栄は、少数の代表的な優秀作品を必
要とするだけではいけなく、全国各地の多種多様な演劇
上演に基づきながら、その業界全体を一定の水準に保つ
必要があるのだ。したがってそれは、演劇業界に従事す
る者全員の意欲をつき動かすものでなくてはならず、ま
た演者と観衆の間に、似通った審美趣味に基づく共感が
なくてはならない。だから、いかなる政府においても、
「百花斉放」の繁栄現象を創り出すことは、「推陳出新」
よりもずっと困難なのだ。ましてや、建国初期の政治と
芸術を巡る特殊な状況下においては、「百花斉放」を行
き渡らせる困難はさらに大きいものだっただろう。
「改戯、改人、改制」の三改27）を含む「戯曲改革」には、
多くの伝統演目が「推陳出新」の名義のもと様々な批判、
整理、改造を受けてきた背景があった。いうなれば、伝
統演目の「推陳出新」によって改編、創作された新たな

 23） ［訳注］旧時の芝居の一座のこと。後述されている「班子」も「戯班」も同様。
 24） ［原注］本院本科各系同学（全国省軍級以上文工団在職幹部）現在文芸問題的調査資料匯集之一、1950 年 9 月 19 日、中央戯劇学

院教務署編印、文化部芸術局档案、巻宗号、長期、1950 年第 7号。
 25） ［原注］西安市軍政委員会呈文化部報告、「旧劇劇目審査的経験」、文化部芸術局档案、巻宗号、長期、1950 年第 8号参照。
 26） ［原注］尹春保「我対挖掘伝統劇目的感想」（『湖北省孝感専区首期戯曲会演会刊』第 5期、1956 年 10 月 27 日。湖北省芸術研究

所档案、巻宗号、1956 年 2・6・6。
 27） ［訳注］1951 年 5 月 5 日に中央人民政府政務院により発表された五・五指示にみられる、以後の戯曲改革を規定する方針。改戯
とは演目の改革。演技も審査の対象になった。改人とは役者への政治教育。改制とは演劇界の習慣の改革。
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作品は、「戯曲改革」という大きな背景のもとに出現し
たといえる。また、伝統演目の選別、批判と改編は、「戯
曲改革」の重要な構成要素であったともいえよう。確か
に「百花斉放、推陳出新」は、常にひとまとまりとして、
政府演劇部門の指導方針だとみなされていた。そして建
国初年から始まる「戯曲改革」こそが、現実的な価値を
備えた演劇分野における政府の活動だった。つまり、少
なくとも 1949 年以後の数年間、政府の演劇界への管理
と規制は「戯曲改革」を巡って展開されていた。しかし、
「戯曲改革」の根本的な動機と最終的な目標は、「百花斉
放」の理念と合致していたわけでは必ずしもなく、全く
異なることもあった。「戯曲改革」の根本にある動機は、
伝統演目が主に上演されていた当時の現状についての、
あからさまな不満と批判だった。その最終目的は、組織、
演目から上演作法に至るまで、中国演劇をほぼ全面的に
改造することにあった。またそれと同時に、演劇を民間
的、自律的なものから、政府主導によるイデオロギー体
系の一部へと改造することにあった。この目的の方向性
は、当然ながら、演劇に自律性を、役者達にさらなる自
由な表現の場をもたらすような「百花斉放」の意図とは、
正反対のものだった。「戯曲改革」の指導理念は、演劇
の芸術性そのものとは直接に関係のない、ある基準に合
致する作品の存在を肯定し、激励し、許可するだけだっ
た。この基準では、演劇の内容に、階級的立場を守るこ
と、封建迷信、性差別、民族差別に反対することが含ま
れ、忠孝節義など、伝統的な倫理道徳への批判もなされ
た。形式については、卑猥で血なまぐさいもの、恐怖を
煽り不潔とされる演技の手法や、検場28）など西欧演劇
の原則にあわない上演方法が含まれた。さらには連台本
戯29）、机関布景30）などの、過度に商業化を追求すると
された現象をも含んでいた。もし本当にこうした基準に
照らして伝統演劇を厳密に評価し、この厳しい基準をク
リアした演目のみが上演できるとするなら、「百花斉放」
はそれこそ絵に描いた餅になってしまうだろう。
こうしたことから我々がみてとれるのは、「百花斉放」
の方針にみられる芸術理念と、「戯曲改革」が体現する
芸術精神の間には、少なくとも二つの大きな差異がある
ということだ。まず一つ目に、そこには政府の役割につ
いての、明らかに異なる理解があった。政府の責任と義
務とは、あらゆる芸術家に自由競争の舞台を用意するこ
とで、適切な規範と指導を提供するという前提のもと、

民衆自らの芸術鑑賞の嗜好と需要に基づき自由に選択さ
せる。こうした選択による芸術自身の淘汰によって、演
劇の健全な発展を促すことが、「百花斉放」の意味する
ところだとしよう。ならば「戯曲改革」は、直接的な政
府の行動に依拠する。それは、制度の改造から伝統演目
の改編、新演目の創作など、政府による具体的な芸術行
為を通じて、政府の意図に合致した作品を民衆に与え、
その観賞の嗜好を変えてゆこうとするのだ。二つ目に、
そこには芸術の役割についての、全く異なる理解があっ
た。「百花斉放」が、芸術についてのより寛容な理解を
意味するものだとしよう。たとえば、娯楽と気晴らしの
ために芸術を鑑賞する公衆の態度を認めるような社会が
正常だとする。それなら、芸術がもつそうした文化消費
の役割も、やはり正常だといえるだろう。一方、「戯曲
改革」が継承したものはといえば、「五四」以来の急進
的知識人により、政治と軍事を補うためのプロパガン
ダ、あるいはイデオロギーの道具と見なされてきた芸術
の役割にほかならなかった。
こうした二つの異なる芸術観がぶつかりあえば、その
勝敗は明らかだろう。建国初期、演劇界で指導権を握っ
ていた文化官僚には、その出身からいっておよそ次の二
種類があった。一つは「左翼演劇運動」31）に携わってい
た人々である。彼らの中には、抗戦時期の後方や沦陥区、
および抗戦後の国統区で話劇〔セリフ中心とする近代
劇〕の創作上演を行っていた知識人がいた。また延安や
その他の解放区で演劇活動を行っていた文化人も含まれ
ていた。もう一つは、軍隊や各地方政府で宣伝工作に携
わっていた「文工団」32）である。建国後、こうした形態
は質的な変化を起こした。政府が直面したのは、数十万
人の人員を擁する巨大な規模の役者集団であり、また数
億にも達する全国の観衆達だった。その上、「左翼演劇
運動」も文工団も、役者と観衆の間に自然と形成された
市場化の関係とは、これまで何の接点も持ってこなかっ
た。それにも関わらず、こうした新しい局面にたいし、
政府当局も演劇の管理に携わる文化部門も、必要な理論
と経験を明らかに欠いていた。したがって、建国後少な
くとも数年間は、「左翼演劇運動」は、依然として文化
部門幹部が常用するキーワードの一つとなっていた。し
かも、民衆の文化娯楽の核だった演劇上演と文工団式の
イデオロギー宣伝とをいかに結合させるかという問題
は、現実の社会では短期間で解決できるものでは決して

 28） ［訳注］黒子と同じく、幕を下ろさず道具類の出し入れをするほか、幽霊役の登場の際鬼火を焚くなど特殊効果も担当する。
 29） ［訳注］一日に一本から数本ずつ、幾日にも分けて連続して上演する本戯（長篇戯曲）。多くは舞台装置に工夫を凝らした。
 30） ［訳注］舞台の転換や特殊効果を生み出すための機械仕掛けの舞台装置。
 31） ［訳注］民国時期、共産党の方針のもとで行われた演劇活動。
 32） ［訳注］軍隊や政府機関に所属し、宣伝活動の一環として文芸工作を行う組織。
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なかったのである。
建国初期における国家および文化部門に所属する文化
政策立案者達の、演劇が担うべき役割についての理解
は、コストを度外視する戦時下のイデオロギー宣伝の道
具に止まっていたといえるだろう。平和な時代に向きあ
い、民衆に娯楽を提供し、芸術を享受させ、そうして生
計を立ててゆくような特定の業務に変えてゆくことは、
いまだ実現できていなかった。そして、「百花斉放」政
策はこれにより、かなり妨害されてしまうことになっ
た。前者からすれば、主流イデオロギーに合わない演劇
作品を全て根絶やしにし、演劇の創作と上演部門を全て
巨大な国家機構の一部にすることは、確かに、政治の理
想にかなった状態といえよう。しかし後者からすれば、
演劇の上演は、数十万人の人員を擁する特殊な業務であ
り、また一般民衆の日常的な文化娯楽生活とも複雑な関
係を持っていた。「左翼演劇運動」や「戯曲改革」が要
求するように、演劇が本当に徹底的にイデオロギー化さ
れてしまうのなら、民衆の興味を引きつけることなどで
きるはずがない。また演劇の繁栄という目標も達成でき
ず、役者の生活を上演収入によって保障することなどで
きようはずがない。したがって、「戯曲改革」の出発点
は建国初期の国家の意志に適うものであったが、その反
面、文化政策立案者達の思いも寄らない結果を導くこと
になった。それはつまり、特殊な業務である演劇上演活
動の深刻な衰退であり、こうして引き起こされる役者達
の困窮問題だった。
20 世紀 50 年代中期、全国各地の演劇業界は、どこで

も相当に厳しい状況に陥っていた。浙江金華専署文化局
は、1955 年の演劇工作総括で、次のことを率直に認め
ている。「今年、ごく少数の劇団を除き、一般の劇団は
どこも芸術の生産がとても遅れている。新しくて良い芝
居が少なく、質もよくない。大衆の政治意識と芸術鑑賞
の水準が共に高まるなかで生まれた新たな要求を、満足
させることができてない。だから入場率が急落し、最盛
期が閑散期となってしまっている。これは、いそぎ解決
しなくてはならない深刻な問題だ」。さらには、「県城に
みるべき芝居があるほかは、解放後 6年来、広大な農村
地域の農民は芝居をほとんどみたことがないというよう
な、不公平な現象が引き起こされている」33）。しかし新
作の芝居の前稽古を急いだところで、決して問題の解決
にはならなかった。湖北応城県漢劇団の総括報告では、

次のように述べている。劇団はおよそ「旧劇を整理する
ことは骨折り損だとし、よそから新作を移植してきたほ
うがよいと思っている。したがって、伝統演目をきちん
と発掘し、整理することができていない。慌てて懸命に
新作を稽古し、旧作の代わりに新作をあてることで、上
演演目の矛盾を緩和しようとする。実のところ、このよ
うにすれば上演演目はますます少なくなり、質も劣化す
る。観衆の要求にも応えられなくなり、劇場の入場率も
ますます下がり、劇団の生活はどんどん苦しくなってゆ
くのだ」34）。1956 年に、中央は 500 万元を捻出し、役者
の救済費用にあてた。さらに同年、財政部と文化部は合
同で、文化娯楽税を二年間免除するという通達を出さざ
るをえなくなってしまった。
数十万人の役者が困窮に陥るという状況は、社会的安
定にも、イデオロギーにも、かなり大きな圧力をかけた。
少なくとも 20 世紀 50 年代初期、こうした圧力は、「戯
曲改革」を主体とする従来の演劇政策の合理性について
政府に再考を迫り、また必要な調整をせざるをえなくさ
せた。これこそがつまり、中央政府が何度も「偏向の矯
正」に関する文書を発布し、最終的にはあらゆる禁止演
目の解禁宣言にゆきつく出発点となった。

　三、

遅くとも 1956 年には、政治色の極めて濃厚な「戯曲
改革」がすでに深刻なマイナス効果をもたらしているこ
とを、中央政府は明確に意識するようになっていた。し
たがって、イデオロギーの改造と、演劇業界の自然な発
展のあいだで、ある種のバランスを保ってゆくことに
なった。しかし、すでに施行されている「戯曲改革」の
行程を実質から変えてゆくことは、極めて困難だった。
中央政府文化部門は、度重なる文書の発布と会議の実施
という方法により、ほぼ 50 年代全体を通じて「偏向の
矯正」を進めていかざるをえなかった。
こうした「偏向の矯正」とは、二つの内容を含んでい
た。一つは、建国初期に中央から地方まで続々と現れ
た、政策を図解する方式で勝手に伝統演目を改編するよ
うな、目先の利益を求める作品の矯正である。これは政
治とイデオロギーに基づき、演劇の芸術価値を犠牲に
するものとみなされた。1951 年からは、これらの作品
は「反歴史主義」35）の名目で批判を受けた。もう一つは、
さらに重要である。伝統演目をむやみに上演禁止にする

 33） ［原注］浙江金華専署文化局、「金華専署 1955 年工作概況」、金華市档案館档案、巻宗号、1983・3・5。
 34） ［原注］応城漢劇団「応城漢劇団的挖掘与整理工作」『湖北省孝感専区首期戯曲会演会刊』第 1期、1956 年 10 月。湖北省芸術研

究所档案、巻宗号、1956 年 2・6・6。
 35） ［訳注］舞台上の歴史的事物を政治的功利性のために歪曲して表現するものとして、当時批判された立場をいう。後述されている
楊紹萓はその代表とされた。
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という各地に広くみられた現象に対応するため、中央政
府は、地方政府が勝手に演劇業界に制限を加えるのを取
り締まる有効な手段を一貫して模索した。1950 年 7 月、
中央政府の名義ではじめて、12 個の演目を禁演処分に
する決定が発布された。その主な動機は、芝居を禁止す
ることにあるのではなく、各地域で禁戯が多発していた
現象を正すことにあった。これは、戯曲改進局36）の楊
紹萓37）が文化部にむけて上申した文書の附注に説明さ
れている通りである。すなわち、禁戯のほかには「どの
演目が上演可能かどうかは決定しない。決定すれば、多
くの芝居を上演不許可にしてしまうに違いない」とあ
る38）。1951 年の、かの政務院「五・五指示」には同じ
く偏向を正す内容が含まれており、そこでは次のことが
はっきりと指摘されている。各地域が「戯曲改革」に従
事するとき、「主として、大勢の役者の協力に依拠し、
彼らと共同で脚本を審査し、改訂し、創作し、なおかつ、
新聞雑誌や出版物に依拠し的確に戯曲への批評を行うべ
きである。一般に、行政命令や禁演に依拠した方法はと
るべきではない。人民に対して重大な害を為す芝居を禁
演にすることは、中央文化部の一括処理によるのであ
り、各地域が勝手に禁演にしてはならない」39）。禁演処
分の権限を中央政府に集中させる構想はまさに、当時の
各地域が伝統演目に粗暴な態度をとり、禁止演目が多く
なりすぎた現象にたいして下した決定だった。さらに、
1956 年に文化部が主催した第一回全国戯曲演目工作会
議40）は、当時各地域で実施された演劇政策には制限が
多すぎ、演目の欠乏や芸人の困窮を引き起こしていた現
象に対応して開催された。張庚41）は会議の基調発言で、
次のようなことをするどく指摘している。「演目の評論
について、とりわけ伝統演目の分野には些か思想上の混
乱がみられるようであり」、「こうした混乱は目下、戯曲
舞台上の演目が欠乏し単調になっている原因の一つと

なっており、さらには主な原因の一つになっている。そ
の上、演目の欠乏と単調は、目下のところ、戯曲芸術の
進歩、発展を阻害してもいる」42）。1957 年 4 月に開催さ
れた第二回全国戯曲演目工作会議43）および、同年 5月
17 日の文化部『「禁止演目」を解禁することに関する通
知』にみられる指摘は、さらにはっきりしている。ここ
では、すべての禁止演目を解禁するのは、以前の禁演処
分が「多くの規則をつくり出し、戯曲芸術の発展を妨
げ」44）てきた現象を矯正するためとしている。1960 年 5
月3日、斉燕銘45）が文化部を代表して提議した「三并挙」
の方針46）も、ある意味では、大躍進時期に提唱された
「現代物を以て綱と為す」といった極端な観念の行き過
ぎを正すものだった。その後、「三并挙」もやはり多く
の演劇人によって、「百花斉放、推陳出新」の方針を全
面的に体現しているものではないとみなされることにな
るのだが47）。
中央政府が何度も「偏向の矯正」を行ってきたのは、

「百花斉放」政策が社会の末端に向かえば向かうほど、
その徹底した執行が困難になるためだった。我々がみて
とれる「偏向の矯正」とは、多くの場合、末端の「粗暴」
で「杓子定規」な態度についての矯正だった。つまり、
「急進」的な態度についての矯正であり、末端が違法演
目の上演を放任しすぎることへの矯正ではなかった。こ
うした現象から理解できるのは、「推陳出新」政策がこ
れまで社会の末端で何の障害にも遭わなかった一方で、
「百花斉放」の命運はというと、これとは正反対だった
ということだ。この方針の普及は、とりわけ社会の末端
での普及はかなり難しく、末端であればあるほど、イデ
オロギーの衝突を原因とした反発を受ける。建国初期の
演劇分野では、次のような現象が容易にみてとれた。す
なわち、末端の幹部の思想、芸術水準と創作能力の限界
により、全ての地区が「戯曲改革」の基準に適った作品

 36） ［訳注］1949 年 11 月文化部の下に設置された戯曲改革を担う機関。当時の局長は田漢、副局長は楊紹萓、馬彦祥。
 37） ［訳注］（1893-1971）河北省滦県の人。劇作家。1940 年、延安で中共入党。延安平劇研究院院長などを務める。43 年、戯曲改革

の鏑矢となる京劇「逼上梁山」の創作を指導。建国後は、文化部戯曲改進局副局長等を歴任。
 38） ［原注］1950 年 7 月 20 日、楊紹萓が禁演の基準及び劇目を文化部に上申した報告の説明を参照。文化部戯曲改進局档案、巻宗号、
永久、1950 年第 1号。

 39） ［原注］「政務院関於戯曲改革工作的支持」1951 年 5 月 5 日、（『人民日報』1951 年 5 月 7 日）。
 40） ［訳注］各地の文化行政機関の禁演処置による演目不足を解決するため、1956 年 6 月に文化部が召集した会議。ここでは、上演
演目の数を大幅に拡大することが提起された。

 41） ［訳注］（1911-2003）湖南省長沙の人。演劇理論家、教育家。30 年代より上海で左翼演劇運動に携わる。38 年、延安の魯迅芸術
学院演劇系主任。建国後は、49年、中央戯劇学院副院長、53年には中国戯曲研究院副院長を歴任、戯曲改革とその研究に従事した。

 42） ［原注］張庚「正確地理解伝統戯曲劇目的思想意義」、（『張庚戯劇論文集（1949-1958）』、中国社会科学出版社 1981 年版）第 224 頁。
 43） ［訳注］第一回と同様の目的で 1957 年 4 月に北京で開催された。第一回開催後、51867 演目が発掘されると共に禁止演目の解禁
が提起され、上演演目の貧困は基本的に解決された。

 44） ［原注］「文化部関於開放“禁戯”的通知」1957 年 5 月 17 日。
 45） ［訳注］（1875-1962）河北省高陽の人。京劇理論家、劇作家。梅蘭芳の中心的ブレイン。京師同文館で独語、仏語を学び、後に欧

州留学。1931 年に北平国劇学会を組織し、会長に就任。北京解放前夜に中国を出国し香港を経て台湾に移住。代表作に時装戯「一
縷麻」、古装戯「天女散花」など。

 46） ［訳注］戯曲は、現代物、時代物、新作の歴史物の三つを同時並行で創作、上演していこうとする方針。
 47） ［原注］朱穎輝「関於“新編古代戯”」（『福建戯劇』1986 年第 3期）。
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を創作あるいは改編できたわけではない。末端に行くほ
ど「推陳出新」の成績が上がらず、地方の文化当局や劇
団は、定評ある外地の新作演目を大量に移植して、「推
陳出新」方針を体現しようとした。そのくせ、「戯曲改
革」の理念に少しでも適っていないとされた作品への制
限対策とその手段は、実に多種多様だった。こうした現
象から、次のように理解できる。つまり、末端政府の文
化幹部は、イデオロギーの領域での過ちを犯さないよう
にしたのであり、演劇事業の繁栄と発展を促進しようと
したわけではなかった。両者がぶつかりあえば、彼らは
はっきりと前者を選んだのである。その理由は、「百花
斉放」の要求と「戯曲改革」の基本理念の間に、大きな
差異があっただけではない。伝統演劇への批判とその改
造を指導する「戯曲改革」は、主流イデオロギーの支援
を得、十分な理論的資源を具えることができた。それに
対し、異なる形式、観念と価値観を許容する作品が併存
し自由に競争し、異端とされる作品の生存権を承認し尊
重するという「百花斉放」のスローガンに含まれる芸術
観には、十分な思想と理論資源が終始欠けていた。した
がって各地方政府で文化部の演劇政策を特に支持する文
化主管部門が、中央の文書には明示されていないグレー
ゾーンに遭遇すれば、彼らは当然のことさらに厳格な措
置を講じ、緩やかな芸術環境をつくるという方向には向
かわなかった。建国初期の政府文化部門は「百花斉放」
という芸術環境を作りだそうとし、そのために多くの努
力がなされてはいた。しかし結局、政治が芸術と市場に
直面し、せざるを得なかった妥協には、非イデオロギー
的な芸術の鑑賞役割と娯楽役割についてのはっきりとし
た認識が欠けていた。また同時に、芸術の自律性への肯
定が、全くと言っていいほど欠如していた。政治に至上
価値をおく環境においては、まさにそれこそが原因とな
り、こうした妥協の必要性は、人々に理解され共感され
がたいものだった。したがって、各レベルの地方政府が
「百花斉放」方針を十分に理解できるだろうと期待する
のは、非現実的なのだ。彼らが理解できず共感もできな
い政策を、自発性や積極性を保ちつつ執行しようとして
も、私達がそこに何の期待も持てないのは当たり前のこ
となのだ。
実際こうした政治文化の環境で、常に「偏向の矯正」

に尽力した中央政府を、また中央により「戯曲改革」を
管理されている戯曲改進局を、開明さと冷静さを具えた
例外的存在とみなすわけにはいかない。記録によれば、
1950 年 10 月から 1951 年 3 月までの間、戯曲改進局編

集室は全国戯曲工作会議を準備するほかに、河北、山西、
察哈尓、湖北などの省および出版総署が送ってきた審査
用 56 本の脚本を受理している。そこでは、三つの演目
だけが比較的よい評価を得、部分的に改めれば合格とさ
れ、ほかの 10 本の演目は、欠点はあるものの修正する
余地があるとされた。その他の演目はどれもその内容、
形式共に深刻な問題があるとされ、ほぼ否定された48）。
ここから、戯曲改進局自体も、演目審査の基準はかなり
厳しかったことがうかがえる。
20 世紀 50 年代の演劇工作の成果を歴史的に評価する
なら、以下のことがいえるだろう。すなわち、我々が見
るべき問題は、政府の指導する「推陳出新」工作がいか
ほどの成績を収め、いかほどの新作を世に出したのかと
いうことではない。そうではなく、当時の政府の限りあ
る人力物資では、政府の理念に合致する演目を十分に演
劇業界全体へ提供するのに、かなりの無理があったとい
うことなのだ。こうした背景の下、「戯曲改革」の政治
理念と芸術基準に沿うわけではない演目にいかに対処す
るかということは、つまり、政府の演劇理念に沿うとは
限らない、或いは全く沿わない演目の上演を、はたして
許可できるかどうかということなのだ。ここに、演劇業
界が繁栄し発展できるかどうかの鍵があるのだろう。言
いかたをかえ、演劇という芸術分野と業務の存在、その
発展と将来性について言えば、「百花斉放」は「推陳出
新」よりも、さらに重要なのだ。

「推陳出新」がかなり大きな成果を挙げることができ
た反面、なぜ「百花斉放」の方針が実現し難いものだっ
たのか。我々はそれをもう容易に理解できるだろう。20
世紀 50 年代初頭に毛沢東が「百花斉放」の方針を提唱
したとき、はたしてそこに本心があったのか、それがど
れほど本心から出たものだったのかを疑う必要はもちろ
んない。また、こうしたスローガンと、後に数十万の知
識人が迫害を受けた「蛇を穴から誘い出す」49）といった
陰謀とを、同列に論じる必要もない。私達が本当に解釈
を必要とする現象とは、次のことである。それはつまり、
たとえ政府（厳密に言うなら、この「政府」とは、特に
中央政府を指すべきである）が、「百花斉放」という成
語が意味するような、芸術分野における包容性や民主思
想を主観的には具えていたとしても、この政策には必要
な理論の後押しが欠けていたため、実現には至らなかっ
た、ということである。「百花斉放、推陳出新」方針の、
数十年にわたる実施過程にみられた様々な曲折が、すべ

 48） ［原注］文化部戯曲改進局档案の統計に依拠する。資料のソースは、文化部戯曲改進局档案、巻宗号、長期、1950 年第 6号、第 8号。
 49） ［訳注］原文「引蛇出洞」。双百の直後に大量の知識人が批判される反右派闘争がおこなわれたが、これを毛沢東による策謀とし、

比喩的に用いられる語。
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てを証明している。私達はやはりあのシンプルで素朴な
法則―演劇の生存と発展は、芸術の法則と市場の法則
に符合していなければならない―ということを、何度

でも繰り返す必要があるのだ。
（訳：大野陽介）


